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各 郡市等医師会感染症姑策担当理事  殿

大分県医師会感染症紺策本部  井 上  雅 公

世界保健機関西太平洋地域事務局による風しん排除の認定ついて

今般、世界保健機関西太平洋地域事務局により、日本が風しんの排除状態にあることが

認定された旨、日本医師会から別紙のとおり連絡が参りました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会関係医療機関に

封する周知方ご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。
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世界保健機関西太平洋地域事務局による風しん排除の認定について 

 

令和７年９月 26 日に、世界保健機関西太平洋地域事務局により、新たに日本が風しん

の排除状態にあることが認定され、厚生労働省より本会に対し別添のとおり報告がありま

した。 

今般の風しん排除は、各地域における都道府県医師会、郡市区医師会、会員の先生方の

子ども予防接種週間や風しんの追加的対策等に対するご尽力の賜物であると認識してお

り、あらためて感謝申し上げる次第です。 

今後も風しんの排除状態を維持するため、、麻しん・風しんワクチンの接種率目標であ

る 95％に達するよう、さらなる風しん対策の推進につきまして、引き続きご協力賜りま

すようお願い申し上げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、郡市区医師会及び

関係医療機関に対する周知方、ご高配のほどお願い申し上げます。 

 



 

令和７年９月26日  

謹啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

感染症対策の推進につきましては、日頃から御指導、御協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

本日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、新たに日本の風しんの排除

が認定されましたので御報告いたします。 

なお、風しんの排除認定に至るまでの間、多大なる御協力をいただき厚く御

礼申し上げます。 

今後も風しんの排除状態を維持するため、「風しんに関する特定感染症予防

指針」（平成 26年厚生労働省告示第 122号）に基づき、麻しん・風しんワクチ

ンの接種率目標である 95％に達するよう、積極的な接種勧奨の取組を行う等、

風しん対策を推進していただくようお願いいたします。 
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世界保健機関西太平洋地域事務局により 

日本の風しんの排除が認定されました 

 

 

本日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、新たに日本の風しんの排除が認定さ

れましたので、お知らせいたします。（別添参照） 

 

（参考） 

 

・ 風しんの排除の認定基準  

適切なサーベイランス制度の下、土着株による風しんの感染が三年間確認されないこ

と、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年９月 26 日 

【照会先】 

健康・生活衛生局 感染症対策部 

感染症対策課 感染症情報管理室長 大塚和子（内 2389） 

 課長補佐 小谷聡司（内 2373） 

予防接種課  課長補佐 松下 詢（内 2030） 

（代表電話） 03-5253-1111 



   

 

   

 

 

世界保健機関西太平洋地域事務局による風しん排除認定までの経緯について 

 

我が国においては、「風しんの排除を達成する」ことを目標とし、令和元年度から風しんの追加的

対策を実施するなど、風しんの排除に向けた取組を進めてきました。  

 

また、我が国では、公衆衛生、疫学、ウイルス学、臨床医学等の専門的知見を有する専門家による

麻しん・風しん排除認定会議を設置しており、当該会議で、「麻しん・風しん排除に関する年次報告

書」を作成し、WHO西太平洋地域麻しん風しん排除認定委員会に報告書を提出してきました。 今般、

当該委員会での検討の結果を受けて、世界保健機関西太平洋地域事務局は、日本が新たに風しんの排

除状態にあることを認定しました。  

 

今後とも、風しんの排除状態を維持するため、当該指針に基づき、風しん対策の推進に努めてまい

ります。  

 

 

（参考資料）  

別紙 1．世界保健機関西太平洋地域事務局から発出されたプレスリリース 

 下記 URLは、プレスリリース掲出のサイト 

https://www.who.int/westernpacific/news/item/26-09-2025-rubella-elimination-verified-in-

japan--and-measles-and-rubella-elimination-verified-in-pacific-island-countries-and-areas 

 

別紙 2. 風しん・先天性風しん症候群発生報告数の年次推移 

https://www.who.int/westernpacific/news/item/26-09-2025-rubella-elimination-verified-in-japan--and-measles-and-rubella-elimination-verified-in-pacific-island-countries-and-areas
https://www.who.int/westernpacific/news/item/26-09-2025-rubella-elimination-verified-in-japan--and-measles-and-rubella-elimination-verified-in-pacific-island-countries-and-areas
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風しんの追加的対策

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

風しん 294 147 87 378 2,386 14,344 319 163 126 91 2,941 2,298 101 12 15 12 9 10

CRS 0 1 1 1 1 10 2 0 0 0 2 0 1 4 32 9 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0

※ CRSは1999年4月～開始（2006年の報告から感染地域が報告対象となった）
※ 「感染症発生動向調査」に基づき健康・生活衛生局感染症対策部において作成。
※ 2024年は週報速報値（暫定値） 、2025年は2025年９月19日時点の速報値。

※第37週においては、第37週としての報告はなし。

※参考として、2019年第1週～第52週(n=2,298)、2020年第1週～第53週(n=101)、2021年第1週～第52週(n=12)、

2022年第1週～第52週(n=15)、 2023年第1週～第52週(n=12) 、 2024年第1週～第52週(n=9)を掲載

風しん・先天性風しん症候群（CRS :  Congenita l  Rubel la  Syndrome）

発生報告数の年次推移
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